
１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

（備考）
遊休農地面積　１．８ha（令和２年荒廃農地調査より）
※①令和2年4月集計　②、③令和3年1月集計　④令和3年2月集計

新庄地区は、後継者未定の農業者の耕作面積が１２．０haであるのに対して、今後中心経営体が引き受ける意
向のある耕作面積が３．０haであり、新たな農地の受け手の確保が必要。
また、近年ではイノシシ・シカの生息域拡大により鳥獣被害が増加しており、今後対策が必要である。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

新庄地区の農地利用は、中心経営体である認定農業者１０名が担うほか、さらに規模拡大を希望する認定農業
者や入作を希望する認定新規就農者の受入れを促進することにより対応していく。
また、農地の貸付け等の意向を可視化した地図を作成し、中心経営体への集積・集約化に活用していく。

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 １２．０ｈａ

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 ０．６ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 ３．０ｈａ

①地区内の耕地面積 １２８．５ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 ６５．９ｈａ

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 ３３．３ｈａ

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

田辺市 新庄地区（新庄町一～五・七） 令和3年3月31日



（参考）　中心経営体
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認農 梅、みかん、不知火、水稲 192 梅、みかん、不知火、水稲 192

１０人 1817 2117

J

認農 梅、李 44 梅、李 44

認農 梅、みかん、李、水稲 224 梅、みかん、李、水稲 224

H

I

認農 梅、みかん、水稲 127 梅、みかん、水稲 127

認農 梅 250 梅 250G

認農 梅、みかん、李、晩柑類 380 梅、みかん、李、晩柑類 380

認農 梅、みかん 110 梅、みかん 260

認農 梅 100 梅 200

認農 梅、李 190 梅、李 240

農業を営む範
囲

認農 梅、李 200 梅、李 200

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

（参考）　農地の貸付け等の意向
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計 19,921 5,221
新庄町4352 休耕中（10年前から） 492
新庄町3606-7 傾斜地 休耕中（2年前から） 4,600
新庄町3606-2 傾斜地 休耕中（2年前から） 221
新庄町3442-4 休耕中（10年前から） 1,178
新庄町3376-5 傾斜地 休耕中（2年前から） 339
新庄町3138 平地 休耕中（10年前から） 1,077
新庄町3137 棚田 休耕中（10年前から） 304
新庄町3134 平地 休耕中（10年前から） 1,170
新庄町3133 平地 休耕中（10年前から） 327
新庄町3132 平地 休耕中（10年前から） 466
新庄町3131 平地 休耕中（10年前から） 426
新庄町3130 平地 休耕中（10年前から） 747

新庄町3042-21 段々畑 耕作中 389㎡、意向不明
新庄町3092 平地 休耕中（15年前から） 1,295

新庄町2580-1 平地 休耕中（２０年前から） 1,437
新庄町1798-3 傾斜地 休耕中（１年前から） 1,861
新庄町1533 休耕中 891 891
新庄町1532 休耕中 1,291 1,291
新庄町274-43 傾斜地 休耕中 894
新庄町274-37--1 傾斜地 休耕中（4年前から） 2,577
新庄町274-15 傾斜地 休耕中 148
新庄町274-7 傾斜地 休耕中 605
新庄町272 傾斜地 休耕中 614

農地の情報 貸付け等の区分（㎡）
備考

所在（番地） 形状 現状 貸したい 売りたい

（農地の貸付け等の意向）
　貸付け等の意向が確認された農地は、一部の意向不明分を含み、２３筆、２３３aとなっている。

（農地中間管理機構の活用方針）
　将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかかわらず、原則として、農地を機構に
貸し付けていく。
　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農
地の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付
けを進めていく。

（鳥獣被害防止対策の取組方針）
　田辺市農作物鳥獣害防止対策事業等を活用しながら、侵入防止柵の設置に取り組む。また、併せて県や市の
狩猟免許取得支援を活用しながら、狩猟免許取得者を増やし、有害捕獲をこれまで以上に実施していく。

（耕作放棄地対策の取組方針）
和歌山版遊休農地リフォーム化支援事業等を活用しながら、耕作放棄地の解消を推進していく。

（水路・農道維持管理の取組方針）
中山間地域等直接支払交付金等を活用しながら、老朽化してきた水路・農道の修繕・更新をしていく。


